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パキスタンは人 口1億6300万 人の連邦共和国。国の トップは大統領で軍の トップで南

るペルベ ・ムシャラフです。彼は1999年 の民主政府転覆後権 力を握った。政府の トッ

プは首相 シャウカ ・ア リで、彼 は2004年 国会 で、野党の反対 を押 さえて選 ばれた。国

内外 のオブザーバーは2002国 会選挙(最 も最近の国会選挙)に 大変不備が あった こと

を見いだした。文官 当局は治安部隊をコン トロール していたが、地方警察 は政府当局とは

独立に振 る舞 う場合があった。

政府 の人権報告は貧弱で重大な問題があった。以下のような人権問題があった。

・ 政府 を変えるための市民権の制限

・ 法的に認め られない殺害、拷問、 レイプ

・ 貧弱な刑務所条件、恣意的な逮捕、長期 の公判前の拘留

・ 適法手続きゃ個人の権利の無視

・ 司法の独立性の欠如

・ ジャーナ リス トヘの嫌が らせ、脅迫および逮 捕

・ 集会、宗教 、運 動の自由の制限

・ 政治的指導者の投獄

・ 汚職

・ 女性 にたいする法的および社会的差別

・ 幼児虐待

・ 女性 と子供 の不正取引、児童売春

・ 障害者 に対する差別

・ 契約労働、担保 労働、児童就労

・ 労働者の権利の制限

政府は人身売買 と戦 うための重要な歩みを開始 した。反人身売買の部署(A皿 ∫)は 十分に

機能 し、人身売買者の逮捕 と訴訟が増大 した。軍 、ATUお よび国際組織 の協調は10月8

日の地震に起因す る人身売買を抑 えた。治安部隊 の訓練努力によ り人身売買犠牲者の取 り

扱 いが改善 され た。

人権 の尊重,

セ クシ ョン1:個 人 の(完 全性 の)尊 重 一 以下の ものか らの 自由を含む

a.恣 意的あるいは不法 な生命の剥奪

治安部隊は、計画的な衝突や刑務所での虐待 で罪人や政治的グループを不法に殺害 した。

人権 モニターは189例 の殺害を報告 した。警察 は、 これ らの死亡の多 くは、容疑者が逃
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げようとした時、逮捕 に抵抗 した時や 自殺 した時 に生 じた と言 っているが、家族や報道陣

はこれ らの多 くが計画的に実施されたと言っている。例えば、1月25日 、アブ ・バカ ・

パ ンワール は窃盗罪で拘束後、シン ド、 ミルパルカスの警察署での拘留 中に死亡 した。

シンド市 民学生連合 とパキスタン人民党国会議員(PPPP)に よる抗議(行 動)に 続いて、

警察は、役人モハ メ ド ・ラフィク ・シヤル、上級検査官カミソ ・カン、上級検査官補ガラ

ム ・サ ビル ・ダスチ、および警察官モハム ド ・アスラムに殺人罪を申 し立てた。取 り調べ

は年末まで続いた。

3月5日 、サ ミウラ ・カルホロ、ジャイ ・シン ド ・ムタ ヒダ。マハズの副委員長は、ハ ラ

の警察での拘 留中に受けた拷 問による重大な傷害 に耐 えた後死亡 した。警察 は、カル ホロ

を拘留しなかった と主張 した。年末の取 り調べはなかった。

4月25日 、サ フィ ・ムハマ ド ・アス ァムは、ラホール郊外の ラクホダ レ村の店 で被疑者

の保釈保証人で あった殺人事件 との関係で逮捕され、警察拘留中に死 亡 した。アスラムの

息子による と、アス ラムが逮捕状 を見る ことを要求 した時、警官は彼 を殴った。 アスラム

は警察署への途中意識 を失い、ア リ メデ ィカルセ ンター に連れていかれ、その後 シャリ

マル病院に、そ こで警官は アリが事故で死亡 した と主張 した。親戚の抗 議にもかか わ らず、

警官は無罪 だった。

5月20日 、パ ンジャブ、マ ドニ バ ホデ ィンで警察 は地方のイス ラム聖職者ナエム ・メ

ムー ド・カ ドリを逮捕 した。翌 日、警察 は トラックがカ ドリを圧殺 した と彼の家族 に伝え

た。 しか し、9月8日 裁判所の命で彼 の遺体が発掘され、当局はカ ドリが殴 られた ことを・

確認 した。年末、裁判官 は5人 の警官 に殺人罪 を課 した。

9月26日 、 グラム ・ラザ タリは、パ ンジャブ、カイルプルの警察 に拘束 された後、 ミル

ワ警察署で拘留中死亡 した。警察は ラザ をオー トバイ を盗んだ罪で拘束 したが、適切な逮

捕書類を提 出するのに失敗 した。警察 はラザが 自殺 した と主張 したが 、親戚は警察が ラザ

を殺害 したと強 く主張 した。年末 に、当局は上級検事補ガ ラム ・アブヅル ・ガフールをそ

の事件 との関連で逮捕 した。

2004年 ア トックで の3人 のパキスタ ン人民党(PPP)の 労働者の死 についての政府尋 問は

警察 あるいは地方政府の関与の証拠がない と結論 した。

ナ ザ カ ッ ト ・カー ン とセ ー ドカ トバ デ ィ ン ・サ ー の2004拘 留 中 の死 、 あ るい は タバ サ

ム ・ジャベ ド ・カル ヤル の2004殺 害 に関 して進 展 な し。

政府は裁判な しの殺人につ いて警察 をしば しば尋問 した。懲罰 と起訴 の失敗 と長期 にわた

る訴訟遅 れは刑事免責の培養 に貢献 した。連邦管理部族領域(:EATA)で の治安部 隊 とテ

ロリス トの引き続 く衝突で、その年 は9人 の市民が死亡 した。
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3月17日 、バ ロチスタ ン、デラブグチで、国境警備隊は、バグチの住宅地区で過激派 リ

ーダー ナワブ ・アクバル ・カー ンを砲撃し、67人 の市民が死亡 し、55人 が怪我 を し

た。

12月31日 、バ ロチスタンの'ピカールで、治安 部隊は、ナ ワル ・アクバル ・カー ン ・ブ

グチ と関連する過激派 をヘ リコプターで襲撃 した際、10人 の市民を殺害 し、43人 を負

傷させた。12月30,31日 、バ ロチスタンのデラブグチ町の過激派拠点 を砲撃 した際

の関連治安部隊の襲撃で38人 の市民が死亡 した。バ ロック民族主義者は、治安部隊 によ

るコール地区のナワブ カイ バ ックス マ リに連携 した過激派の襲撃で市民が死傷 した

が人数は不明と主張 した。

政治的分派により行われた政治的動機の殺害の報告が あった。8月18,25日 に行 われ

た地方選挙で、争って いる候補者 グループ問の論 争は投票所での全国的な暴力的対 立にな

り、少な くとも55人 の死亡者と数百人の怪我人がでた。1(セ クション3参 照)

政治的動機による殺害はその年中発生した。例 えば、1月2日 、ある襲撃者が前 国会議員

シエ ド ・マ ンゾール ・フサイ ン ・シャハ ン ドと彼 の3人 の援助者を、パ ンジャブのテカ リ

アンモル近 くの幹線道路で待ち伏せ、殺害した。警察は政治的 ライバル間の長 く続 く抗争

を非難 した。1月7日 、カラチでオー トバイに乗 った襲 撃者 は、バ ロチ民族主義者 リー ダ

ー アンバル ・バ ジアンを殺害 した。3月20日 、襲撃者 は、アサ ン ・アジ、パ キスタン

モス リム リーグ(PML)の 活動家 をカラチ公 園で射殺 した。4月111日 、オー トバイ

に乗ったガ ンマ ンが、カ ラチで、 ショラブ ・ゴス 、ムタ ヒダ クアミ ムー ヴメ ン ト(M

QM)の 活動家を殺害 した。'

過激な宗派やテ ロリス トに関連 した礼拝所や宗教 的集会への攻撃で約75入 が死亡 した。

(セクション2参 照)3月19日 、聖人の死を記念す るシー アとブライル ビの儀式 中に、

ピル シエ ド ラクヒール シャー の ジャル マグシ地 区での爆弾の爆発で・40人 以

上の死者 と100人 以上の怪我人がでた。政府 はその攻撃に関レてテ ログループ ラシュ

カル とジャングビを非難 した。5月27日 、 自爆 犯が、 シーアとブライル ビの儀式 中にイ

スラマバー ド郊外 のバ リ イマーム寺院 を攻撃 し、聖人の死 の記念 日に、20人 の死者 と

100人 以上の怪我 人がでた。5月30、 日、 ラシュカル とジャングビと関係する

一人の 自爆犯 と3人 の武装 犯がカラチのシー アモスクを攻撃 で、5人 の死者 と少な くとも

30人 の怪我 人がで た。モス ク攻撃 に刺激され、暴徒がカ ラチで街頭デモを繰 り広 げた。

暴徒はぢケンタッキー ブライ ド チキ ン レス トランを燃や した際、6人 を殺 害 した。

9月22「 日、 ラシュカル とジャングビのメンバーは、ラホールで2個 の爆弾 を同時に爆発

させ、6人 の死者 と26人 の怪我人がでた。

6月4日 、カ ラチの反テ ロ法廷はガル ハサ ンに有罪 の判決を下 し、シーア モス ク の

自爆(5月)に 対 し彼 に死刑 を宣告 した。2004礼 拝所襲撃事件 には進展がなか った。
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宗教的過激組織 は、政府役人 とイス ラム教の異分派 の大物 の殺害および殺害 を試 みた。(Sec

2.cを 見よ)

外国のテロリス トと地方部族 の同調者は軍人、政府役人、FATA内 の政府派部族の長 を

攻撃 し、殺害 した。例 えば、1月22日 、不明のガ ンマンが、モハム ド ・イブラヒム ・カ

ー ン ・メス ド、南 ワジリスタ ン、マッキー ンの部族平和委員会 上級副委員長を、タウダ チ

ーナの自宅で射殺 した。5月29日 、過激派は前連邦大臣で政府派部族長 ファリ ドゥラ

カーン、彼 のい とこ、ボディガー ドを、南ワジリスタンで彼の車 を襲撃 し、殺害 した。7

月22日 、」不明のガ ンマ ンミル ・ザラム ・カー ン、アーマ ドザイ ワジル族の政府派族長

を、南 ワジ リスタン、 ワナで彼 の車を襲撃 し、殺害 した。彼の二人の兄弟 と甥 も攻撃で死

亡 した。

名誉殺人主な犠牲者である女性 にとって問題 である。地方 の人権組織はその年 の.1211件

を文書で記録 したが、それ以上の ものが未報告にされた。(Sec5を 見よ)

1月18日 のイ ン ドとの国境で あるカシミールのコン トロール ライ ンを越える砲撃では、

犠牲者はなかった。

b.行 方不明

政治的動機による行方不明者の報告はないが、警察や治安部隊は、隔離され、居場所 の情

報 を与え られな い囚人(特 に、テ ロや国家の安全の事件)を 保持 している。例 えば、6月

4日 、ス ワッ トの情報局 は、叔父のガル ・ハ ッサ ン、 ラシュカル とジャングビのメンバー

か らテ ロの訓練 を受 けた疑いで、ア リファ ・バロチ とサバ ・バ ロチ姉妹 を拘留 した。8月

22日 、内務省 は彼女 たちの居場所の情報 をペシャワルの高裁 に出すのを拒否 した。 しか

し、9月20日 、ガル ・ハムダナ、3ヶ 月間失踪 していた姉妹の親戚が現れ、情報局が彼

女 を姉妹が拘留 されている場所 と同 じ所に隔離 されていた ことを主張 した。1月 に、治安

局 は2004年 にラホール大学で拘束 されたオランダ人を解放 した。オ ランダ人と同 じ時

に行方不明 とな ったイギ リス人 については新 しい情報はなか った。

PPPは 与党PMLの 党員がシン ドで、地方選挙 の推薦書 を作れないよ うにするため、ア

ワン ・ドス ト陪審員を支持す るPP、Pの 候補者達 を誘拐 した と主張 した。例えば、チ ャチ

ロのタルパルカル地区で、PML支 持者は、モ ト ・メガワル とジアン ・チャン ド ・メガワ

ル(ユ ニオ ン カウンシル サ ランジアルの市長 と副市長の アワム ・ドス ト候補者)を 彼

らの支持者 と一緒 に誘拐 した とされている。PMLは かかる誘拐を否定 し、パキスタン選

挙委員会(ECP)は 調査 したがかか る事 を支持する証拠は何 もな いと主張 した。しか し、

国際査察員は容疑 に信愚性があることを認めた。

c.拷 問と他の残忍で、非人間的 あるいは下劣な取扱または処罰
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法律は拷問と他の残忍で、非人間的 あるいは下劣な取扱を禁じている。しかし、治安部

隊は拷問や虐待をした。警察は有罪判決を得るためにこの条項を使用しなかったけれども、

反テロ法の条項には、強制された自白が特別な法廷では証拠として採用される。

治安部隊隊員は、国中で監禁中の人々を拷問 し続 けた。人権組織は、拷 問の方法 には殴打、

タバ コでの焼 けど、足の裏 の鞭打 ち、長期の隔離、電気 ショック、食事や睡眠の拒否、逆

さ吊り、足かせ による脚の強制拡張があることを報告 した。治安部隊隊員 は尋問中に夫人

や子供をレイ プした と報告されている。人権 と法律扶助のための非政府組織(NGO)の

弁護士 は年間の拷問件数1356件 を報告 した。拷問 は、時折、死亡や負傷 を引き起 こし

た。(Sec1.aを 見よ)4月 に、シャビル ・フサ イ ン、ザフ ァル ・アバ スお よびムハマ ド ・

サディクは、警察 が虚偽 の窃盗罪で彼 らを拘束 し、拷問 したと主張 した。パ ンジャブのハ

フィザバ ッ ドでの拘留中、警察 は告訴人の前で、彼 らを殴打 し、小便 を飲 まされた り、泥

を食べ させた り、逆 さづ りにした とされている。 ラホール高裁は警察 に関与 した警官 に対

する実情を記録す るよ う命 じた。

6月23日 、1バハ リの警察 は激 しく殴打 し、警官 と論争 した後、囚人モハマ ド ・,フサイ ン

の唇を縫い合わせた。年末 に、当局は関与 した7人 の警官 を停職処分 にした。

国連 はコンゴー(MONUG)の 国連使節団に任命 されたパキスタンの平和維持軍を組織

の性的虐待事件 に巻き込んだ。政府 はこれ らを調査 し、処罰する方策 を講 じた。3月 に、

人権監視(RRW)は 、2004年8月 に国内外の治安部 隊は密かに2人 の外 国人、ザイ ン ・

アフザル とカ シャン ・アフザル兄弟 を拉致 し、テロ活動 の自白を引き出す ために拷問した

と報告 した。HRWは 当局が4月22日 兄弟 を無罪で解放 した。

2004年 のいずれ の事件にも進展はなか った。

刑務所の条件は国際的な基準を満た してお らず、金持ちや有力な囚人の ものを除いて、極

端 に悪かった。詰め込み過ぎが広 くいきわたっていた。パキスタ ン人権委員会くHRCP)に

よると、89,370人 の囚人が最大36,075人 収容す るために建て られた87の 刑務所 に収容

されていた。

刑務所の不十分な食料が、家族や友 人の助 けで食事を補 うことができない囚人達 を慢性の

栄養失調 にした。医療 を受けることも問題で あった。外国の囚人は、本国送還費用 を支払

わないため、刑期が終わって も刑務所に長 く留 まることが しば しばであった。

当局は、通常 、囚人に手枷足枷 をか けた。手枷足枷はきつ く、重 く、苦 しか った。場合 に

よっては、壊疽や切断 に至った と言われて いる。

警察は女性の拘留および囚人を男性 と別 に した。子供罪人 は、建物は別 であって も、大人

と同じ刑務所 に収容 された。警察 は し'ばしば拘留者 と有罪の罪人を分離 しなかった。精神
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病の囚人は通常適切なケアが足 りず、一般囚人 と分離 され なかった。

囚人の暴動 についての報告が あった。5月12日 、囚人は、補助管理人 と8人 の警備員を

人質 にして、スクル中央刑務所を支配下 にお いた。囚人は刑務所警備員 の貴重品窃盗の疑

いに抗議 していた。暴動を鎮めるために呼ばれた警察は囚人に発砲 し、囚人1人 死亡、2

6人 が負傷 した。パンジャブの刑務所 司令官 は事件の調査 を命 じた。6月24日 、サルゴ

ダハ刑務所の囚人は虐待に抗議す るため2人 の補助管理人と4人 の看守 を人質にとった。

次 の衝突で、9人 の囚人 と1人 の警備員が負傷 した。囚人 の一人は、後 に、暴動で受けた

怪我で死亡 した。

当局は、 レイ プを含む女性虐待の苦情 に対応する女性職員 ばか りの特別 な女性だけの警察

署 を作 った。女性の地位 のための政府 ・国家委員会は女性だ けの警察署が人材不足で大部

分が有効に機能 して いないと抗議 した。裁判所の命令 と規則は男性警察官が女性容疑者 と

接触す るのを禁 じているが、・男性警察官は通常の警察署で女性を拘束 し、尋 問した。女性

の権利NGOに よると、年末 に、全国の刑務所 に約3389 、人の女性がいた。

最高裁は、青少年 司法制度条例を憲法違反 として却下 した2004年12月 のラホール高裁

の判決を無期限停止 とした。その条例は通常の刑法にはな い青少年罪人のための多 くの保

護を与える別の手続法で ある。当局は子供達を大人 と同じ手厳 しい条件、裁判の遅れ、虐

待のもとで獄中においた。地方 のNGOは 、3430人 の子供が刑務所 にいると推定 した。

子供の罪 人は、成年になるまで、カ ラチ とバ ファワル プールにある2つ の全寮制の矯正学

校の1つ に送 られた。虐待 と拷問はこれ らの施設で もあった と書われて いる。栄養 と教育

は不十分で あった。家族は子供たちを訪ねた り食べ物 を運 ぶのに賄賂 を払 うことを強い ら

れた。施設の職員 は、これ らの施設に投獄 された子供たち に麻薬を不正売買 した と言われ

ている。

シンドの地主と地方の部族は不法な私的刑務所を運営した。

政府は、人権監視者、家族、弁護士が ある制限下で囚人や拘留者 を訪問す るのを認めた。

(Sec1.d参 照)地 方の人権監視者の訪問は年 中認め られたが、国際赤十字(ICRC)が 嫌

疑 をか けられたテ ロリス ト拘留者に接触す ることを拒否 した。

d.警 察と治安組織の役割

警察 はまず国内治安の責任 を持つ。7月23日 交付 された警察命令条例(2回 目改定)で

は、警察 の指揮 は、ナジームで知 られている選挙で選 ばれた地方最高責任者が行 う。 レン

ジャー、国境警備隊、国境保安隊のような民兵組織 とイスラマバー ド首都警察は内務大臣

の指揮下にある。地方政府は、法と秩序 の活動(作 戦)を 援助す るときには民兵組織 を指

揮す る。幾つかの宗教的休 日には、政府 は公衆の秩序を維持するため細心 の注意を払 う地

域には正規軍を展開 した。
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警官隊の有効性 は、地域で、比較的良 いか ら全 く無効 と大いに異な る。警察隊の幾 人かの

隊員は多 くの重大な人権虐待 を行 った。虐待 を処罰す ることがで きな いことが刑を免れる

という風潮 を作 った 。警察と刑務所の職員は、 しばしば 囚人や家族か らお金 をゆす り取

るために虐待や脅迫 をした。検事長、地方警察官、地方ナジーム、地方の内務大臣あるい

は首相、連邦内務大臣あるいは首相あるいは裁判所は虐待の内部調査 と行政上の制裁措置

を命ず る ことがで きる。行政機関や警察 の役人は刑事訴追を勧告する、法廷は刑事訴追を

命ず るととがで きる。警察は、ある場合には、宗教上の少数派、特 にキ リス ト教徒、アフ

マディスおよびシーア派 を社会的攻撃か ら守ることに失敗 した。(Sec2。cお よび5参 照)

警察 内には汚職がはび こって いた。警察 は本物 の訴状の手続 きをするのに料金を課 し、偽

りの訴 えをするの にお金(賄 賂)を 受け取 った。刑罰(課 徴金)を 避 けるための賄賂は普

通のことであった。人々は、敵対者に恥 をかかせ、個人的な立腹に仕返 しをす るため警察

にお金 を払 った。汚職 は警察署(SHO)で 突 出して いた。ある警察署 は、身代金 目的で

逮捕 を行 い、不法収入 を増すために無許可の警察署 を設置 した。

警察 は、技術 と人権 の両方で、すべての レベルで、警官の正規の トレーニ ング、再 トレー

ニングを開始 した。ム シャラフ大統領 は、7月23日 、2002年 の警察命令を再交付、修

正 した。警察 の取 り締 まり責任 を州 か ら地方 に移 し、主任指揮者 として地方 レベル長官 を

設置 した。命 令は、また、2002年 以来設置されつつあった地方取締組織の即時設置を要求

して いる。政府は、これ らの改革で警察が地方社会によ り責任 を持 つようにな ると主張 し

た。反対派 は警察隊を政治 に利用す る ことを非難 した。

逮捕と拘留

最初の情報報告(FIR)は すべての逮捕の法的基礎である。訴状が犯罪が行われたとい

う明 らかな証拠 を示 しているな らば、警察はFIRを 発行 してよろしい。FIRに よ り、

警察は名指 しされた容疑者 を24時 間拘留 し、その後は、警察が捜査のため拘留が必要で

あることを示せば、判事 だけが追加 の14日 の拘 留を命ず ることがで きる。実際は、当局

は拘 留に関するこれ らの制約を十分 には順守 しなか った。FIRは しば しば嫌が らせ ある

いは脅迫の証拠な しに発行された。警察は、通常、捜査拘留のための判事の承認 を求 めず、

裁判所が異議を申し立て るまで、容疑な しに拘留 した。隔離拘留が行われた.(Sec1.c参

照〉 求め られた時、判事は必要性の参考資料な しに隔離拘留 を認めた。 不十分な証拠

の場合 、警察 と判事は共謀 して、新 しいFIRの 発行で法律的に与え られ る14日 以上拘

留を実施 した。警察は、時々、開放 にお金 を強要するため、容疑な しにあるいは虚偽の容

疑 で、個人 を任意 に拘留 した。何人かの女性 は拘留 され続 け性的虐待 を受 けた。(Sec1。cお

よび5参 照)警 察 は、また、容疑者が降参するようにす るため、指名手配の罪人の親戚を

拘留 した。(Sec1.f参 照)法 廷は、死刑裁判 に限 って、貧困者 に弁護士をつ けた。ある場

合には、人々は囚人に会 うために賄賂を払わねばな らなか った。外国の外交官 は、法廷 に

現れた ときのみ囚人に会 うことができた。 また刑務所訪問で、自国の市民 と会 うことが許
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されている。地方の人権活動家は刑務所への接触 にほ とん ど制約がないと報告 した。

地方の調整役人 は90日 間の予防的拘留 を命 じて よい.し か し、人権監視者 は囚人が6カ

月まで予防的拘留をされた事例 を報告 した。人権組織 は、テ ロ緯織 に関係 して いそ うとの

理 由で多 くの個人が無期限の予防的拘留 をされて いると報告 した。判事 は、捜査 に必要な

ら14日 までの拘留継続を許可できる。汚職事件では、国の説明責任局(NAB)は 、裁

判所 の同意が15日 毎に保障されるな ら、容疑者 を無期限 に拘留 してよい。(Sec1.e参 照)

法律 には、拘留者 は逮捕後30日 以 内に裁判 を受けね ばな らない と明記 されている。 フッ

ドー ドと標準の刑法の両方で、保釈できるのとできな い犯罪があった占保釈保留 の裁判は

保釈可能な犯罪 に求め られ、10年 以下の判決の保釈不可の犯罪 に対 しては法廷 の裁量で

許 可され る。事実、判事は警察や地域社会の要求、賄賂の支払 いによって拒否 した。多 く

の場合、裁判は犯罪の告訴後6ヶ 月まで開始 しなかった。ある場合 には、人々は犯罪の最

長判決よ り長い期間、裁判前 に拘留 された。人権NGOは 、囚人の45～50%が 裁判 を

待 っていると推測 した。

以前 と同様に、政府は予防的拘留、大量逮捕そ して抗議、政治的集会 、市民の暴 動を鎮圧

す るための過剰な部隊 を利用 した。(Sec2.b参 照)

数十人のマハ ジル クアミ 運動・ハキキ(MQM-H)活 動家が、1999と2003

年の間に逮捕 され 、投獄 された。何人かは容疑な しに。

人権監視者 によると、女性囚人の33%は フ ドー ド法令の違反に関連 して、不倫 について

の裁判 を待 っていた。 これ らのケースの大部分は支持する証拠な しに告訴 され、裁判 は し

ば しば数年かか り、保釈は拒否された。

特別な規則力乳NABに よるケースあるいは反テ ロ法廷の前に、適用 され る。NABケ ー

スの容疑者は容疑な しに15日 間拘留(裁 判所 の同意で更新)さ れ、判決前 には弁護士 と

の接触 は許 されな い。説明責任判事は保釈 を認めないかもしれな い。NAB委 員長は拘留

人の解放 を決定す る唯一の権力を持っている。反 テロ.法廷は、法廷が被告人が有罪である

もっとも らしい根拠 を持つな らば、保釈 を認 めない。治安部隊は、法廷への参考 資料な し

に、テロ容疑者の活動 を制限 し、彼 らの財産 を差 し押さえ、容疑な しに彼 らを1年 まで拘

'留 できる
。

6月9日 、政府はムクチアル ・メイ(ア カ ・ムクタラン ・ビピ)に 、彼女の要求 で、警護

特別部隊を割 り当てた。ムクチアル婦人は、2002年 の彼女の集 団レイプ(彼 女の弟 に

よってなされた違 反の嫌疑のため村 の協議会が命 じたもので あったが)で 有罪 とな った5

人の男の解放を法廷が命 じた ことで 自分の安全 を心配 した。人権 グループは、政府はムク

チアル婦人が彼女 の経験 を公 にす るため海外旅行 を望んで いるのを知 り、警護部隊が彼女

の動き と交信を監視 し、彼女 を事実上の自宅軟禁 にしたと抗議 した。ムクチ アル婦人は、
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仮 にではあるが、彼女が国 を離れるのを禁止する出国規 制 リス ト(ECL)に のせ られた。

年末に、政府は彼女の名前をECLか ら削除 し、国外 に旅行す るのを許 した.(Sec1.e,1.£

2.a,2.dお よび5参 照)

e.公 平な公開裁判 の拒否

法律が独立 な裁判を規定 しているが、実隊 には、裁判 は、す べての レベルで管理部 門の影

響下にあった。下位法廷は腐敗 してお り、非効率で、宗教的、政治的大物 か らの圧 力 にさ

らされている。裁判官昇進の政治由性格は司法 システムヘの政府支配 を増大 させた。実現

されない裁判官の地位や非効率 な司法手続 きは裁 判や上訴 に重大な未処理分 をもた らした。

非政治的ケースでは、1高裁や最高裁は一般的 に信用 されていた。

重複 した り裁判権の競合する幾つかの法廷 システムが ある。刑事、民事 、個人の地位 、テ

ロ、商売、家族、軍隊

へ

裁判手続き 聴ノ

烈 訴
ノ 　

脇麗毯警灘義轍 澱 鞭錨諜藪灘 難髪森謝慧
法廷手続き、政治的圧 力によ り、訴訟は数年かか り、被吉 はしば しば出廷 しなけれ ばな ら

なか った。弁護士が変われば訴訟は再出発である。

反テ ロ法は、暴力犯罪、テ ロ活動、宗教的憎悪を扇動す る言動、反国家犯罪を裁 くの に政

府が特別に簡 素化 された法廷 を利用するのを許可 している。 この法廷への訴訟 は7日 以内

に結審 されるが、判事 は要求 されれば期間 を自由に延長できる。通常 の手続きでは、高裁

や最高裁が これ らの法廷か ら上訴 を聞 く。人権活動家は この迅速化 され た並列 システムを、

よ り政治的操作 を受 けやす いと批判 して いる。

特別責任説 明法廷は、金持ちの債務者 による政府 ローンの焦げ付きを含む汚職の訴訟やN

ABに よって持ち込 まれた訴訟を裁 く。(Sec1.d参 照)NABは ビジネスの失敗や小 口不

履行者を対象 にしていない。責任説明法廷は30日 以 内に訴訟 を裁 くことが期待されてい

る。説明責任訴訟 には有罪の推測がある。

NAB訴 訟が個人の政治的所属 とは独立 して追求するとい う政府の抗議に もかかわ らず、

野党の政治家 は起訴 されやす かった。(Sec1.d参 照)NABは 軍や司法 のメンバーを起

訴 しなか った。

公判 レペルで、通常の刑事法廷では夫婦間でない レイプ(Sec.5参 照)、 婚外セ ックス、ギ

ャンブル、 アル コール、財産 犯罪を有罪にす るフ ドー ド法令 の違反 を含 む訴訟を聞 く。 フ

ドー ド法令 は証拠 の厳 しい基準を定める。それ は、 コー ランの刑罰が適用 される訴訟(Se6
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1.cお よび5参 照)に対 して、男 と女、イスラムと非イス ラム を区別 している。よ り軽 い非

宗教的な刑罰 を含む フ ドー ド訴訟では、異なる重みが財政的義務や将来の寄与 を含 む問題

についての男性 と女性 の証言に与え られ る。

ムクチアル ・ビピの集団 レイプ事件の最高裁4月14日 判決 は、フ ドー ド訴訟での上訴処

理の手続 きに絞 り込んだ。2年 以上の判決になるすべての フ ドー ド訴訟の最初 の訴え法廷

は連邦 シャ リア ット法廷 と法律で名前が付け らむている。 しか し、最高裁 は、州の高裁 が

フ ドー ド訴訟の訴 えを聞 くことを決めている訴訟では、連邦 シャリアッ ト法廷 は州高裁 の

決定 を再調査す る権限 を欠いていると決定 した。最高裁 の法廷の シャリア法廷が上訴の最

終法廷 である。 しか しなが ら、4月14日 判決 は、最高裁法廷 にシャ リア法廷 をバイパス

することを許す ものであ り、かか る上訴訴訟の裁判権 を自分 の権利 にしたもので ある・

連邦 シャ リアッ ト法廷は、イス ラム教居住者 と矛盾する判決 をす る法律制定をひっ くり返

すか もしれない。 しか し、かかる訴訟は最高裁 のシャリア法廷 に上訴 され・新 しいルール

で、最高裁法廷で最終的 に審問され る。

法律 は、r犠牲者あるいはその家族が金銭的賠償(デ ィヤ ッ ト)あ るいは肉体的賠償(キ サ

ス) .と引き換えに刑事被告を許す ことを許可 して いる。特 に北西国境州(NWFP)や シ

ン ドの名誉訴訟では、デ ィヤッ トが行使されている間キアスは決 して使用 されない。

FATAは 別の法 的システム、国境 犯罪規則であ り、集 団責任 の原則を認めている。 当局

は、部族 による逃亡者 の降服や処罰 の結果が出るまでの問、逃亡者の部族の仲間を拘束 あ

るいは逃亡者の村 を遮断する権限が与え られている。部族長 はFATAの 正 当性に責任 を

負っている.彼 らはイス ラム法 と部族の慣習に従い聞き取 りを実施す る。被告 は法的表現 、

保釈、上訴 の権利 を持 たない。通常 の刑罰 は罰金 である。連邦公務員は部族の機関に進行

状況 を監視 させ、14年 までの投獄期間 を課 して よい。

シン ドやパ ンジャブの封建的な地主、パ シュタンやバ ロック地区の部族の リー ダーは確立

された法的システムを無視するジルガス を持ち続 けた。 このような ジルガスは(特 に田舎

の方で一般的であるが)は 抗 争を処理 し、犯罪者 に罰金、投獄 、死刑 を含む部族の刑罰 を

課 した。パ シュ トン地域ではジルカスはパシュ トン部族規約の概要の下 に置かれて いる。

この規約の下で、男 とそ の家族や部族は、彼 らの名誉 を回復するため、犯罪者 に復讐す るr

義務があ る。レば しば、 これ らの論争は女性や土地 について 隼じ、暴力が発生す る。(Sec

5参 照)年 末に、最高裁 は、メル ワラでのムクチアル ・ピビの2002年 集団 レイ プの5

人の容疑者に課 された死刑宣告の上訴 を審問中であった。

政治的囚人

幾つかの政治的 グループは、それ らのメンバーが政治的所属を基 に逮捕 にマー クされた と

抗議 した。(Sec1.cお よび1.d参 照)パ キスタンモス レム リー グ ・ナワズ(PML-N)
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の リーダージャベ ド ・ハ シュミは2004年 に扇動罪で有罪宣告され、獄 叩にあった。

£ プライバ シー、家族、家庭 、交信の恣意的妨害

法律 は、大部分の場合 、人に対 してではな く財産 に対す る法廷が発行 した捜査令状 を要求

する。 しか し、警察 は、通常、 この要求 を無視 し、時々、捜査 中に盗み取った。警察は不

法に侵入 しても罰せ られ ることはほとんどなか った。反テ ロ リス ト法で告訴 された場合、

治安部隊は令状な しに事件に関連 した財産を捜査 し獲得す ることができ挺。

政府 は政治家、政治活動、疑わ しいテ ロリス ト、疑わ しい外国の情報機関を監視す る幾つ

かの国内情報部局を持 っていた。最高裁 の命令 にもかかわ らず、確かな報告は、 当局が必

要な法廷 の承認な しに盗聴器 を使 い、また手紙 を途中で取 り開封 したことを示 した。反テ

ロリス ト法 に従 って、政府は幾つかの宗教過激者やテ ロリス トグ ルー プの活動 と会員資格

を禁止 した。 しか し、政府が禁止 したグループの多 くは依然活発であった。

政府は一般 に結婚する権利に干渉 しないが、地方役人は時折有 力家族が家族の反対する結

婚 を妨げるのを助けた。政府、 また、家族が結婚 に対 して あるいは他の家族 メンバーの希

望 に逆 らって離婚 しよ うとす るメンバー(通 常は女性)を 罰す る事件を精 力的に起訴 した。

イスラム教 に改宗するや、以前の宗教の儀式でな された女性 の結婚は解消 と考 え られた。

一方で、改宗 した男性の結婚 はそのままであった。(Sec2。c参 照)

ある場合には、当局は、逮捕令状の受取人である家族 メンバ ーに降参す るのを強い る親戚

を拘留 した。(Sec1.d参 照)

セクション2市 民の自由の尊重(以 下のものを含む)

a.言 論 と出版 の 自 由.

法律は言論 と出版の 自由を与える。市民は、一般 には、公共 の問題を 自由に討議 したが、

ジャーナ リス トは脅迫 され、他の者 は自己検閲を実施 してレ}た。

多数の英語や ウル ドゥ語の日刊、週刊の新 聞や雑誌が あった。す琴ては独立であった。情

報省は国の主要無線サー ビス、パキスタン アソシエイテ ッ ド プレス ト(APP)を 管

理 ・経営 した。それ は政府 と国際ニュースの地方メデ ィアヘ の公式通信事業者 である。幾

つかの小さい私有の無線サー ビス は自己検閲 を実 施 していた。外 国雑誌 と新聞は入 手でき

た。多 くは 自由に活動する国内記者をかかえていた.

新聞は自由に政府 を批判 した。政府の政策の糾弾や政治 リーダーや軍の作戦の手厳 しい批

評 は普通の ことであった。しか し、政府は政府やその政策に批判 的である新聞 に対す る報

復 に従事 していた。5月21日 、政府 は連邦政府がNawa・1・WaqtとTheNationに 広告 .
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を出すのを禁止 した。州や地方政府が これ らの新聞に広告 を出すのは 自由であった。禁止

は8月22日 に解 除 された。6月 に、 シン ド州政府は州政府が、首相を含む財政スキ ャン

ダルの批判的報道のため、ダウ≧グループによって運営 されている新 聞に広告を出すの を

禁止 した。

政府 はパキスタンテ レビとラジオパキスタン、唯一の自由な国有電子放送事業者 を直接所

有 し、 コン トロール した。半私有のシャリマル テ レピ ネ ッ トワー ク(政 府が過半数の

所有権 を持つ)は 放送領域 をそ の年に拡大 した。 これ ら3つ はニュース報道 に政府 の見方

を反映 した。民間 ケーブルおよび衛 星チ ャンネル、GeO,ARヱIndusお よびKhyberは 国

内のニ ュース報道 を放送 し、政府 を批判 した。多 くの国際ニ ュース局 を持つケーブル と衛

星テ レビは一般に手頃な価格だった。民間ラジオ局は主要な市 にあるが、それ らの ライセ

ンスはニュースプ ログラムを禁止 した。幾つか硯チ ャンネル は、国内政治の討議を注意 し

て避けてはいるが、 この制限を トークシ ョーで回避 した。BBCやVbiceofAmericaを

含む国際ラジオ放送 も利用できた。

政 府 は年 中 ジ ャー ナ リス トを逮捕 し、嫌 が らせ を し、脅 迫 した。 例 え ば、7月18日 、軍

警察がペ シャワルにあるヨー ロッパの ドキュメン ト映画会社 レオ ン ・フラムホル ク、ダ ピ

ッ ド ・フラムホルク、 タヒル ・シャーを軍事施設をフィル ムに撮 った罪で拘留 した。8月

3日 、尋問 した後 、パキスタンの役人は軍事施設の撮影 を否定 し、軍が、監禁 中、大使館

や家族 と接触するのを拒否 して彼 らを残忍に取 り扱 った と抗議 した3人 を強制送還 した。

7月24日 、警察 は、表向きは シンドのチー フ大臣の命令 で、ラシッ ド ・チャンナ、カラ

チのThe'Starの 上級記者を拘留 し、12時 間以上彼 を拘束 した。チャンアはチー フ大 臣

と内閣を批評 した幾 つかの記事を書 いた。

3月25日 、ケッタの特別反テ ロ法廷はジャーナ リス トカ ワル ・メーデ ィ ・リズビの20

04年 の逮捕 に関連す るすべての罪 を取 り消 した。

好戦的な過激派 グループはジャーナ リス トを殺害、嫌が らせ、肉体的襲撃 を行 った。例 え

ば、1月19日 、30人 のイスラム教主義者の成年 のグルー プは、カ ラチの新 聞のジャン ・

ググルー プのオフィス とGeOTVの オフィス を襲撃 し、家具、装置、車 を破壊 し、警備

員に怪我 をさせた。青年は、表向きは、GeOTVの 性 についての トークシ ョー と同様 に、

ジャンに掲載 されたイスラエルの副首相シモ ン ・ペ レとのイ ンタ ピューに腹 を立て起"2

月7日 、過激派は ジャーナ リス ト アミル ・ナ ワブ ・カー ンとアラー ・ノール ・ワジル を、

南 ワジリスタ ンの ワナ近 くで、待ち伏せて殺 害 し、ジャーナ リス ト アンワル ・シャキル

を負傷させた。12月5日 、不明の襲撃者がジャーナ リス ト ハヤ トラ ・カー ンを北 ワジ

リスタンか ら誘惑 した。カー ンは年末 には行方不明のままで あった。(Sec1.d参 照)

以前と違 って、政府は直接 または間接的にメディアを監視 しなかった。 しか し、メデ ィア

の出口は自己検閲が実施 され続 けた。
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イ ン ドのジャーナリス トヘのビザ制限は7月22日 に緩和 された けれ ども、入管 当局 はラ

ホール国際空港で、妥 当な ビザ を所有 していたにもかかわ らず、イ ン ドの7の ジャーナ リ

ス ト、ハ リデ ・バウェジャの入 国を拒否 した。彼女 は、入管の役人が 、彼女がブラックリ

ス トにのっていると語 ったと抗議 した。外務省は この主張 を否定 した。

反テ ロリス ト法は宗派間の憎悪 を扇動する資料や禁止 された組織 の資料を所有 あるいは配

布す るのを禁 じている。政府 による過激派への弾 圧の一部 として 、大統 領ムシャラフは過

激な出版に対応策 を講ず るように警察に命令 した。例えば、7月15日 、カ ラチの警察 は、

テ ロ リス トグル ー プ を公 然 とサ ポ ー トす る 禁 止 され た 出 版 物 で あ る過 激 週 刊 誌

Zarab・e・lslamの2人 のマネージャー、過激派週刊誌Zarab・e・Momenの 売人 を逮捕 した。

7月19日 、カ ラチ警察 は過激派週刊新聞FridaySpecia1,Wajood,Ghaziお よび過激

派 日刊新聞Ummatを 発行禁止に し、Wajoodの 編集長、FridaySpecia1の 副編集長 を、

過激派 の意見 を奨励 した理由で逮捕 した。カ ラチの手入れで逮捕 された者 はすべて保釈さ

れたが、年末 には反テ ロリス ト法での刑罰 に直面 した。

法廷判決は予言者(イ スラム教の教祖)を 冒涜 したものは誰でも死刑宣告 を命 じた。法律

では、 コーランの冒涜に対 して終 身刑、宗教感情 の侮辱 を意図 した他の宗教的信条の侮辱

に対 しては10年 以下の禁固である。(Sec2.c参 照)8月7日 、パ ンジャブ州政府 は、パ

ンジャブ州 ジャングのアフマデ ィ教の2つ の出版物の停止を命 じた。警察 はアフマディ教

団の雑誌a1・Faz1の 編集長 サ ミ ・・カー ンを保護拘置 にし、後 日開放 した。その動 きは、

出版物がイスラム教の宗教的感情 を侮辱 した という地方のイス ラム リーダーか らの抗議に

従 ったものであった。 州内務局は、最終的には、出版物の再 開を許可 した。外国 の本は再

印刷まえ に政府の検閲 をパス しなけれ ばな らな い。本 と雑誌は 自由に輸入できるが、好 ま

しくな い性的 あるいは宗教的内容 の検閲が必要である。わ いせつな文学、政府 によ って広

く定義 されたカテゴ リー は差 し押さえにな りやすか った。テ レビ局は、汚職、社会的特権、

麻薬、女性 にたいする暴 力、女性 の不平等 を含 む以前にはタブーで あったテーマの ドラマ

や ドキュメンタ リーを放送す るが、幾つかの微妙な内容の シリー ズが放送前 にキ ャンセル

された。

以前 と違 って、政府がインターネ ッ トヘのアクセスを制限 した とい う報告はなか った。

.政府派、一般 には、学問の自由を制限 しなかったが、政党 に結びついた学生組織 によって

助長 された暴力 と不寛容 の雰囲気が学問の 自申 を制限 し続 けた。 幾つかの大学のキ ャン

パスで・全パキスタン モハジル 学生組織(APMSO)(MQMと 関係)や イス ラミ ジ

ャミア タラバ(IJT)(皿 と関係)と 関係がある武装学生グルー プが、言語、講義要

目、試験 のや り方、成績、原則、服装 につ いて、.他の学生、教官および大学管理者 と衝突

した。 これ らのグルー プは しばしば試験で不正行為を しやす くした り、スタッフの雇用に

干渉 した り、大学への入学が認め られた者 に影響 を及 ぼした り、時々、研究所の資金の使

用 に影響 を与 えた。このような影響は、反対集会、キ ャンパスメディアの コン トロール、

集団暴力の脅迫 を組み合 わせて達成された。 これに対 して、当局は多 くのキャンパスでの

13

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



政治的活 動を禁止 したが、効果は限 られていた。例えば、2月14、15日 、APMSO

とJITは カ ラチのS.M.芸 術 と商業大学で暴力的戦 いを行った。少な くとも、8人 の学

生が暴動 で負傷 した。・警察が介入 し36人 の多 くの学生が逮捕 された。9月28日 、AP

MSOとIJTは カ ラチ市グルベル グの政府市立 大学で暴力的戦 いを行 なった。警察 は暴

力で少な くとも11人 の学生 を負傷 させた。

b.平 和な集会 と結社の 自由

法律では、平和に公共の秩序の観点か ら法で規制 された武器な しで集会する自由、結社の

自由が ある。政府 は、一般 には、 これ らの権利 を順守 したが、幾 らかの制限はあった。

集会の自由

政府は年間を通 して行われる多 くの反対集会やデモを許可 したが、田舎 での行進の許可を

拒否 した。 アフマデ ィー教は、1984年 以来、 どんな会議あるいは集会 も禁 止された。

(Sec2.c参 照)

時々、警察 はデモに対 して、予防拘留 と過剰部隊を使 った。4月 に、政府はアシフ ・ア リ ・

ザルダ リ、ベナ ジル ・ブッ トの夫がヅバイヘの旅行か ら戻った記念 にラホール で計画 され

たPPPの 行進を阻止するため大量の予防拘留 を行った。4月14-16日 、警察は、計
の

画 された行進のため ラホールに進む約1万 人の公務員、 リーダー、活動家を拘留 した.4

月16日 、 ラホール に着 くや否や、警官は、自宅 に戻 る商用飛行機か らザル ダ リに付 き添

い、PPPが レセプションや行進 を実行するのを有効 に妨害 した。4月21日 に新 しい行

進 を計画 したとのPPPリ 門ダーの発言で、 ラホール とファ イサ ラバー ドの警察は200

人の活動家を予防拘留 にした。警察 は、逮捕の1ヶ 月以内に拘留 したすべての も者を開放

した。5月15日 、 ラホール警察 は、HRCPと 人権共闘委員会が組織 した男女混合マ ラ

ソンの参加者を強制的に散会 させた・、マ ラソンは・グジュランワダの類似の行 事のイスラ

ム教徒による分断 に抗議するものと思われた。警察は40～50人 の行事への参加者を拘

束 した。逮捕された大部分は軽い負傷を負 った。政府はイスラム過激派か らの暴 力を阻止

するためマ ラソンを禁止 した と主張 した.5月21日 、主催者 と政府 の話 し合 いで、'行事

は進め られた。

過 激 派 は 、 ま た 、 公 の集 会 を妨 害 した 。4月3日 、 数 百 の 活 動 家 がMuttahida

MajlisナAma1(イ ス ラム政治党派間の連携)は 、グジランワダの男女混合マ ラソンの参加

者 、組織者 、見物 人、警官 を攻撃するため、火炎瓶 、こん棒、 レンガ を用 いた。活動家は

19台 の車 に放火 し、競技場や近 くの建物の窓ガ ラスを壊 した。警察 は秩序 を回復す るた

め、警棒 、催涙ガス、空への発砲 を使 った。衝突 で怪我人15人 がでた。警察は、マ ウラ

ナ ・カジ ・ハミ ドラ、国会議員を含むMMAと 関係する100人 以上の活動家に対 し訴訟

の手続 きをした。
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以前 と違って、当局は宗教的政党の リーダー達の国内での動きを制限 しなかった。

結禄の自由

法律では、政府 の条例や法 による制限 に従 う結社の権利が ある。NGOは 、1960共 同の

社会 と会社条例のもと、政府に登録するよう要求 された。NGOは 登録 について政府 との

問題 を報告 しなかった。幾 らかは登録 な しで活動 し続 けたが起訴 され なかった。

c.宗 教 の 自 由

法律は、適切な規定が、少数派が彼 らの宗教を明言 し実行できるために作 られ ると述べて

いる。 しか し、政府 は宗教の 自由を制限 した。イス ラムは国の宗教であ り、憲法 は法律が

イス ラム と矛盾 しないことを要求す る。すべの市 民は冒涜法(ア ラーの神め冒涜 を許 さな

い)の よ うな シャリアの条例に従 った。イス ラムか らの改宗に反対す る報復 と報復の脅迫

が あった。宗教少数派のメンバー は暴力と嫌 が らせ にさ らされた。警察 は、時 々、かかる

行動 を阻止 した り、そのような ことをする人々を処罰す ることを拒否 した。大統領 と首相

はイス ラム教徒である必要がある。上院議員や国会議員(非 イス ラム教徒 を含む)と 同様

に、首相、連邦大臣、州 の大臣は、「パキスタ ン創立の基礎であるイスラム主義 を維持す る

努力 をする」 と宣誓 しなければな らない。(Sec3参 照)
!

宗教 グルー プは敷認 され登録 されねばな らない。政府がこの登録 を拒否 した という報告 は

なか った。

法律は、モス リム派で あると考 え られるアフマデ ィ教団は非モス リム少数派で あ1ると宣言

して いる。約2百 万人いるアフマデ ィー教徒は、法 によってモス リムの挨拶をす る、礼拝

所 をモスクとよぶ、イス ラムの祈 りを唱える、ハ ジあるいは ラマダンの断食をす ることを

含む どんなモス リムの慣例 を行 うことも禁止 されている。ア フマディー教徒は、改宗、集

会 の開催 、資料の配布 を禁 じられて いる。パスボー ト申請や投票登録書類 を含む政府の様

式 は、すべての人に、アフマディー信仰の創設者 を非難す るモス リム として リス トアップ

され ること希望する ことを要求 して いる。3月 に、政府 は機械読み取 りパスポー トに宗教

欄 を復活 した。(Sec2.d参 照)ア フマディー教徒は、 しば しば、政府 の雇用や政府学校へ

の入学で差別 された。

イズ ラム、コー ラン、予言者 に対す る軽蔑的な言動 を禁 じて いる冒涜法による抗議 はビジ

ネスや個 人的論争を解決 した り、宗教的少数派や改革的モス リムに嫌 が らせをす るために

利用 された。大部分 の抗議 は多数派ス ンニ派 に反対 して 申請 された。大部分お冒涜訴訟は、

最終的には、上訴 レベルで却下 されたが、被告は、 しば しば、数年の間監獄で最終判決を

待 った。法廷 はしぶ しぶ保釈 した り、宗教的過激 グループか らの暴力を恐れて被告 を無罪

に した。1月4日 に、大統領ム シャラフは、苦情 手続きを改訂 し上級 警官 に訴訟 を審査す

る際間違った罪 を課 さな いよう要求する法律案に署名 した。その年は、冒涜法で、3件 が
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有罪号5件 が無罪、他の67件 係争中であった。

すべての宗教的グループは礼拝所建設や土地の獲得に官僚的遅れと賄賂の要求を経験した。

政府はアフマディ教徒が礼拝所を建てるのを妨害した。

Islamiyyat(イ スラム学)は州立学校のすべてのモス リム学生 に必須である。他の信仰 の学

生はかかる授業は免除されて いるが、実際には、先生 はイス ラム学を終 了するよう多 くの

非イモス リムの生徒 を誘った。

ヒン ドゥ社会 は、特 にイ ン ドとパキスタンの関係が緊張 した期間、治安部隊か ら嫌が らせ

と賄賂の要求 をされた。

社会的虐待と差別

スンニとシーア過激派の派閥間暴力はその年続 いた。モスクや宗教的集会への攻撃で ほぼ

75人 が死亡 した。(Sec1.aお よび5)

キ リス ト教徒 とアフマディー教徒は宗教的暴 力のターゲ ッ トだった。例 えば、3月28日 、

5人 のガ ンマ ンがラホールの教会で復活祭の儀式か ら帰 ろうとしていたキ リス ト教徒 に発

砲 し、1人 死亡 、7人 が負傷 した。警察が2人 の襲撃者 を逮捕 したその攻撃の動機は地方

のモス リムとキ リス ト教社会の土地紛争のようだった。4月 に、不明の襲撃者 が牧師 シャ
も

ムーン ・ババルと彼のカソリックの運転手ダニエル ・エマヌエルを誘拐 し、殺害 した。警

察は、その2人 の男は縛 られたまま拷問 され、数回発砲 された と推測 した。彼 らの遺体 は

ペ シャワルの路上 に放置 された。警察は、ババルの息子の非宗教的 ビジネス活動が犯罪の

動機要因で あると推測 した。 しか し、全パキスタ ン少数派同盟(APMA)は 殺害が宗教

的動機によると信 じた。10月7日 、不定のガ ンマンが、パ ンジャブ州バホーデ ィン、モ

ングのアフマデ ィ教の礼拝儀式で発砲 し、8人 が死亡 、14人 炉負傷 した。(Sec1。a参 照)

11月12日 に、キ リス ト教の男が コー ランを冒涜 した との申立の後、怒 った暴徒がパ ン

ジャブ州 ナンカナ シャヒブ地区、サ ング ラ丘 の5つ の教会に火 をつけ、キ リス ト教の財産

を破壊 した。11月11日 の夕方か ら12日 の朝 にか け、地方モスクは大衆 にス ピーカ を

使って冒涜に対する復讐行動 を扇動 した。NGOは 、地方役 人がアナウンスに参加 したこ

よを報告 した。年末 に、衝突 に参加 しテロの罪で逮捕 された200人 の内88人 が刑務所

にいた。

アフマデ ィ教徒の リーダーはス ンニ過激派の宗教的指導者(ム ッラ)と その部下は時 々、

パ ンジャブの中心にある主要なアフマディ教徒 の町で信仰 の中心で あるラブワの通 りを行

進 したと告発 した。100～200の 群集に支 え られ、宗教的指導者(ム ッラ)は アフマ

デ ィ教 とその創設者 を冒涜 し、時折、衝突 になる状態 を作った。アフマディスは、一般 に、

これ らの行進の間、警官 はいるが、衝突 を避 けるために介入 しなか った。
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アフマデ ィ、キ リス ト、 ヒンヅ ゥ、 とシーア派モス リム社会は政府機 関を含む雇用、学校

への入学 における重大な差別を報告 した。

国内にはユダヤ人はほとん どいなか ったけれ ども、反ユダヤ感情 は広 く拡が り、反ユ ダヤ

や反シオニス トの記事がよ く出版された。

よ り詳 しい検討は2005年 国際信仰の自由報告 を見よ.

d.国 内の移動、海外旅行、海外への移住、本国送還 の 自由

法律はこれ らの権利を与 えているが、政府はそれ らを制限 した。政府は、FATAの 一部

を含む制限 された地域 に入るの に特別な許可を要求 した。

法律 は、イス ラエルヘの旅行 を禁止 している。政府雇用者 と学生は海外に旅行する前に、

「noobjection」 証明 を得なければな らない。 しか し、 この要求は学生 に対 してはほ とん

ど実施 されなかった。公に利用で きるECLの 人々は海外旅行が禁止されている。ECLに

は約4300の 名前があった。ECL .は刑事訴訟が未決の人々が海外 に旅行す るのを阻止

するための ものであるので、ECLに 名前を追加す るのに どんな法的行動も必要ない。リス

トに載った人は、内務長官 と上級裁判官 の法務官 に削除 を申し立てる権 利を持っ。法廷 は

反対派の リーダーをECLか ら削除す ることを仲裁 して きた。

法律は強制追放 を禁止 している。しか し、政府 との2000年 の同意に従 い前首相ナ ワズ ・

シャ リフとその兄弟 シャハバズ ・シャリフは海外追放のままである。11月7日 、政府派

ナワズ ・シャリフと彼 の家族 にサウジアラビアの外 に旅行できる新 しいパスポー トを与え

た。前首相ペナジル ・プッ トは 自ら課 した追放状態 にあった。彼女は、仮 に国に戻れ ば、

多 くの汚職 と法廷侮辱罪に直面す るだろう。

国 内難民(IDPs)

報道による と、国内には、イ ン ド側のカ シミールか ら追放 された約150万 人のカ シミー

ル人が いた。法律で、カシミール人には市民と同 じ権利が与え られて いる。

難民の保護

法律 は、難民の身分 に関す る1951 ,年UN会 議 と1967年 規約 に従い難民収容所あるいは難

民の身分 の供与に触れて いない。 しか し、政府 は難民 を保護するシステムを持っている。

政府はref6ulement迫 害の恐れのある国への送還 に対す る保護 を与えた。1979年

以来、政府は隣国ア フガニスタンか らの数百万人の難民に仮の保護 を与えて いる。そ の年

にで きた難民国連高等弁務官・(UNHCR)と 政府 の調査 によると、ほぼ300万 人のアフ
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ガン難 民が国内にいた。政府は これ らの人 々に支援 を与えるため ㎜CRと 密接 に連絡

しなが ら仕事 をした。政府はUNHCRと 共 同で、そ の年 に、365,575人 のアフガ ン難民

の自発的な本国帰還 を行った。

ある場合 には、警官 はアフガン難民に賄賂 を要求 した。情報局のメンバーはアルカイーガ

を捜査す る折、難民に嫌が らせ をしたという確かな報告が あった.NGOと の仕事を引き

受 けた幾 らかの女性難 民は彼女たちの社会でのタ リバ ン同調者か らの嫌が らせ を報告 した。

難民は地域社会か らの社会的差別 と虐待に直面 した。そ こでは、経済的競争を不快 に思 い、

高い犯罪率 を難民のせ いにした。独身女性、母子家庭、ス トリー トチル ドレンは特 に虐待

にさらされ易かった。約30万 の ビハ リス、バングラディシュか らの ウル ドゥ語を話す非

ベンガル モス リムはその国での再定住の運動 を続 けた。

セクション3政 治的権利の尊重 政府を変えるための市民権

法律は、市民に政府 を変 えるための権利を与えて いるが、 この権利 は事実上制限 されて い

た。大統領ムシャ、ラフは1999年 以来政府をコン トロール し、PML連 邦連立政府 を支

配 している。

選挙と政治への参加

国内お よび国際的監視人は、2002年 の国会議員選挙(最 も最近 の国政選挙)と8月 ん地方

選挙が非常に不備であった ことを見つ けた。

軍の最高 司令官ペ レ ・ムシャラフは、1999年 のナ ワズ ・シャ リフ首相の選挙で選ばれた政

府の転覆後、2001年 の布告 によ り大統領に就任 した。最高裁 は後 にクーデター を認めたが、

3年 以 内に選挙で選 ばれた政府を回復するようム シャラの97.5%が 賛成であった と主

張 した。 しか し、独立 した監視人は広範囲の不正 と強制投票の証拠をつかんだ。最高裁 は

国民投票が合憲であると判決 した。 しか し、法廷はその結果 を国会で再度取 り上げること

を認めた。2003年 、国会はム シャラフを2007年 まで大統領であることを承認 した。

選挙 は、2002年 、国会 と地方議会で行われた。ム シャラフ法的枠組体制(LFO)多 くの

新 しい候補者必要資格 を作 った。国際および国内監視員は、選挙制度の重大な 問題 を指摘

とある地方での結果の調整 によ り、選挙が大変不備な ものであった ことを見つ けた。多 く

の反対党案への投票の後 、PMLはMQM、 小政党、野党か らの反体派 グルー プとの政権

連合 を作 り上 げた。2003年2月 に、上院議員 の間接選挙で 政権連合が多数派 になった。

2003年12月 に、国会 は大部分のLFOを1973憲 法の17回 目の改訂 に取 り込んだ。改

訂 は2007年 までのム シャラフの大統領を確約 し、2004年 末 まで国の2つ のオ フィスを保

持する ことの禁止 を免除 される。それ によ り、彼は軍の最高司令官 を続 ける ことができる。

改訂 は大統領 に国会 を解散 ことを許すが、30日 以内に最 高裁の同意 を得る必要がある。

野党は、改訂憲法は、政治への強力な軍の役割を正 当化 し、重要な権力を首相か ら以前は
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儀式上の もので あった大統領 に移す。2004年10月 、国会は、野党の反対 を凌駕 して、ム

シャラフが2つ の任務 を持つ とい、う例外 を2007年 まで延長する法案 を承認 した。2004年

12月 、ムシャラフは軍の最高司令官 を続けることを表明 した.

国会 と内閣はその年 は正常 に機能 した。2004年8月 、全野党 は、彼 らの候補、PM:L・Nリ

ーダー ジャヴェ ド ・ハ シュミが扇動罪で有罪 となったため国会への出席 を許 されなか っ

たので投票 をボイ コッ トしたが、国会 はPMLの 候補、前財務大臣 シャウカ ト・アジズ を

首相に選んだ。野党 は、8月18日 の国会で彼の2つ の補欠選挙の勝 利が不正だったと抗

議 し、アジズの選挙 を国会で非難 した。国内および国際監視人は不正 を見つ けたが、選挙

が 自由、公正で信頼できると結論 した。

大統領ムシャラフは国立再建局 によって提案 され た地方政府 に権限を与える改革を支援 し

た。8月18,25日 、国は、地方政府 の最 も低 い階級、組合会議 のメンバー と役員 を選

ぶための直接地方選挙 を行 った。国際監視人は、主に8月 』25 .日のシン ドとパ ンジャブ州

での選挙戦に重大な不正を見つけた。政府推薦の候補者 を有利 にす ると思われる対抗候補

者 と支持者の脅迫、選挙に影響 を与える州の人材の利用 、投票の買収、投票不正があ り、

カ ラチでの8月18日 の選挙戦 とシン ドとパ ンジャブでの8月25日 の選挙戦での結果 に

影響を与えたようだ。10月6日 、tehsi1と 地区委員会 の予約済みの少数派 と女性席の役

員の間接選挙が行 われた。国際監視人は全政党が、コンテス ト中、計画的脅迫、弾圧 、投

票の買収を行 ったのを見つ けた。

政府はすべての既存政党が機能 しているのを認めた。政府 は、 リーダーが有罪判決を持つ

政党の登録 を拒否する ことによ り、PPPとPML・Nに 前首相 ペナジル ・ブ ッ トとナ ウ

ズ ・シャリフとは異なる国内 リーダー を選ぶよ うに強要 した。改訂 された政党法では誰 も

3選 目の首相になれないので、有効 にベナジル ・ブッ トとナ ワズ ・シャリフを除外 して い

る。

野党は政府が野党の リーダーの二人、 ジャペ ド ・ハ シュミとユーサフ ・ラザ ・ジ リアニを

政治的に動機づ けられた罪で拘留された と抗議 した。

政府 はFATAで の政党活動を引き続き禁止 はしている。候補者 は政党 の登録が許可され

なかったし、政党の集会は許可されなか った。幾うかの政党 は2002年 の国政選挙の間 こ

っそ りと運動 した。

北部地 区(ギ ルジ ッ ト、フンザ、バルチスタ ン)の 住民は憲法の もとで対象にされていな

かった し、連邦議会 に代表を持たなか った。任命 された公務員が これ らの地区を管理 した。

選挙で選ばれた北部地区委員会が顧問の資格で勤めた。アザ ド・ジャム ・カシミール議会

と政府のメンバーは選挙 に立候補する前にパキスタンヘ の忠誠を主張する ことを求め られ

ている。独立 したカシミールを主張 している幾つかのカシミールの政党は選挙 に立候補す

る ことが許 され なかった。
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342の 国会の席に73人 の女性が、内閣に5人 の女性がお り、最高裁 には女性が いなか

った。女性は国会 に60の 予約席 を持つ。女性 は、また、州の議会758席 の内128の

予約席と地方議会席の113を 持つ5幾 っかの地区では、社会的および宗教的保守派が女性

が候補者 にな るのを妨げたが、幾つかの地区では、女性候補者が無競争で選ばれた。ある

女性は家族、宗教や部族 の リーダー、社会的慣習か ら投票するのをや めるように説得 され

たけれ ども、多数の女性が選挙 に参 加 した。PMLとPP、 かれ らの地方 リーダーが女性

の地方選挙への立候補や投票を妨げる取 り決 めをするのを禁止 した。ECPは 、女性が投票

す るのを認めなかったNWFPの 一部 での組合委員会選挙 を無効に した。州の首長は閣内

で働 くため女性を指名 した。

342の 議会席の10、 最高裁に1、 内閣には0の 少数派がいた。国会 の計10の 少数派

メンバーは宗教的少数派席であった。かかる席は㌔国会 に占める選挙 席の全体的割合をベ

ースに政党 に割 り当て られ る。少数派席の以前の直接選挙は廃止され た。法の下、少数派

は地方議会 に予約席を持 った。(Sec2.c参 照)政 府派は投票者 に登録時 に彼 らの宗教 を

表示す る こと.を要求 した。

政府の汚職と透明性

行政 と立法部の役人の汚職は年中の問題であ り、汚職 は広 く知 られて いた。国の説明責任

条例 はNABに よって汚職で有罪判決がでた者は10年 間政治的オ フィスを持つ ことを禁

じている。(Sec1.d参 照)NABは 野党政治家に偏 って起訴 し、軍人 を起訴 しなかった。

市民に与え られている肩書き情報 にかな り偏 って関連 して いるが、2002年 に情報 の自由条

例が法律 にな った。条例の有効性 は明 らかでなかった し、市民がその年に機密解除 された

情報 を得るためのその法令を使った という報告はなかった。

セクション4人 権侵害の国際的および非政府の調査に関する政府の態度

幅広 い国 内および国際的人権 グループは、一般 に、政府の制限な しに活動 し、人権 問題の

調査およびその公表を行 った。それ らは、強制 されて はいないが、登録する ことが要求 さ

れている。政府役人は、 しば しば、人権 グルー プの見方に同調 しす ぐ応答 した。人権 グル

ープは、警察署や刑務所 にアクセスできると報告 した。HRCPは 人権虐待 を調査 し、人権

問題 について の討論 の支援を続けた。

大統領ムシャラフは、国内の女性 の権利組織 をいつ も批判 していた。彼 は レイプや性的虐

待問題 を国際社会に公表する努力に落胆 し、かかる事は国の国際的イ メージを損な うと主

張 した。

5月14日 、 ラホールの警察は、組織者が適 正な許可を得ていなかったので、幾つかの人

権組織が女性に対す る暴 力を強調す るための象徴的な男女混合の小マラソンを開くのを阻
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止 した。』(Sec2.b参 照)警 察の解散命 令に従 うことを拒否 した者 を逮捕す る折、警察はア

スマ ・ジャハ ンジル、国連の人権特別報告者でHRCPの 委員長 を警棒で殴 り、彼女のスカ ー

一 トを引き裂 いた。

国際監視 人はその国を訪問 し、 自由に旅行す ることを認め られて いた。政府は、一般に、

国際的な政府の人権組織 に協力 した。ICRCは その国 に派遣 団を持っていた。

法、正義と人権に関する上院と国会の常置委員会は名誉犯罪、警察による冒涜法の乱用フ

ドード法令を含む多くの問題の聞き取り調査を行った。委員会は、かかる問題への国民の

意識を高めるための有益な公開討論の場として機能したが、それらの最終的行動は政府の

政策を順守した。人権に対する国会議員の委員会(国 会議員の政党間幹部会)は 重要な領

域の改革を働きかけた。

セクション5差 別、社会的虐待および人身売買

法律 はすべての市民の平等 を規定 し、人種、宗教、カース ト、住居 あるいは出生地で差別

する こどを禁 じている。 しか し、実 際は、 これ らの要因による重大な差別があった。

女性

家庭 内暴力は広まってレ≦る重大な問題で あった。夫は、 しば しば、妻 を殴った り、殺害 し

た りした。新婚の婦人は、 しばしば、親族か ら虐待 された り、嫌が らせを受けた。結婚持

参金や家族 に関係 した論争によ り、 しば しば、,死やや けどや酸 による醜い跡が生 じた・例

えば、5月1日 、ペ シャワルで、ア ンワル ・カー ンは、彼女が娘 を約836$(5万PKR)

でアフガニスタン人との結婚に売る ことを拒否 したので、彼 の妻、 ラシダ ・ビビを殺害 し

た。その年に、134件 のス トーブによる死亡があ り、それ らの多 くは親族 との論争 に関

係 していた。

1{RCPに よると、婦人の2人 に1人 は精神的あるいは肉体的暴 力の犠牲者であった。婦人

の地位 に関す る国の委員会は特別 な家庭内暴 力の法律 を作る ことを要求 した。 それがなけ

れ ば、虐待者は暴行罪が課せ られ るか もしれな い。 しか し、訴訟はほ とんどなかった.警

官 と判事 は、家庭内暴力を家族 の問題 と見ていたので、それの処置 をす る ことを嫌がった。

打 ちのめされた婦人は、通常、虐待的な家族のメ ンバーに戻 された。婦人は、離婚に伴 う

不名誉 と親戚への経済的、精神的依存のため告訴をするのを嫌がった。親戚 は家族の評判

を落 とす ことを恐れて虐待を報告す るのを嫌がった。

政府は婦 人に対す る暴 力を非難 した 、苦悩す る婦 人の危機管理セ ンターは虐待 された婦人

をNGOに 任せた。そ の年、虐待 された婦人のための避難所 を運営 して いた 「変化 のため

のNGOの 戦い』(SUCH〉 は49人 の婦 人に リハ ビリの援助(避 難所、雇用相談、法的援

助)を 与えた。さらに、107人 の婦人が、その年、SUCRか ら法的 あるいは財政的支援
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を受けた。地方政府 は、地方 レベルで、苦悩す る婦人のための避難所 を運営 した。ある場

合 には、婦人は避難所内で虐待 された。例えば、8月13日 、カ ンワル はハイデラバー ド

の避難所の屋根か ら落ちた。他の避難所住 民が報告 した ことか ら逃れ よ うとしたことが虐

待の条件であった。カ ンワルは翌 日死亡 した。予備的尋問は避難所 の夜間スタ ッフに、適

切な救急措置やす ぐに医学的支援 を要求 しなか った怠慢罪 を課 した.

配偶者以外のレイプは刑事犯罪である。夫婦間の レイプや加害者 と結婚式 を挙 げていな く

て も被害者が結婚 の契約 をしている場合の レイ プは告訴で きない。 レイ プは広 まっている

けれ ども、告訴はほとんどなか った。レイプ犠牲者はレイプ事件の1/3以 下 しか報告 され

なかった。警察は、時々、その犯罪 にかかわ った。

5月3日 、警察はソニア ・ナズを拉致 し、10～12日 間拘留 した。そ の間、彼女 はSHO,

ジャム シェ ッド ・チ シュチが、アブ ドラ ・カ リド、フェサ ラバー ドの捜査警察の責任者の

命令で彼女 をレイ プした と抗議 した。4月21日 、国会の議長は夫の助けを求めて家 のフ

ロアに不法 に現れた理 由でナズの逮捕を命 じた。同じ警官は盗難車の捜査 と関連 してその・

夫 に嫌が らせを した。議長 は、最終的には、10月7日 、彼の告訴を取 り下げた。警察 は、

もともと、被告 にレイ プ罪 を課すの を拒否 したが、最高裁の命令 に従い、10月12日 、

彼 らは警官 をレイプで逮捕 した。 レイブ事件への最初の捜査 が、 レイプの申 し立てを偽 っ

たとしてナズを告訴す ることを含めて相反す る結論になった後、最高裁 は10月26日 の

捜査開始時よ りよ り多 くの上級警官 か らなる新 しい捜査チームを作った。法廷 はアブ ドラ

とチ シュチの最初の保釈を取 り消 し、二人の男は10月18と19日 に、それぞれ、警察

に降参 した。9月 に、パ ンジャブの首相は両 人を警官隊を停職 にした。

多 くのレイプ犠牲者は告訴を取 り下 げるよう圧 力をかけ られた。警察 と検事 は、しば しば、

もし彼女が同意 しなかった事 を証明できなけれ ば、不倫 また は密通で犠牲者を告発す ると

脅迫 した。 レイプ犠牲者がかかる告訴で投獄 されたケースが あった。 フ ドー ド条例で設定

された レイプの立証基準は被告がコー ランか または非宗教的な罰 に従 うか どうか に基礎を

置 いている。公衆の鞭打ちあるいは投石とな るコーラン的罰の場合、犠牲者 は4人 の大人

の男性モス リムのレイプの証言あるいは被告の 自白が必要である。 コー ランの罰は レイプ

に対 してはかって適用 された ことはなか った。立証基準は、25年 以下の投獄 と30の 鞭

打 ちを含む非宗教敵な罰に対 してはよ り低い。かかる刑罰は しば しば適用 された。法廷 、

警察および検事は、時々、コー ランの立証基準 が満たされないとき、 レイ プ訴訟を起 こす

ことを拒否 した。

警察 は、 しばしば、特 に被告か ら賄賂があった時、訴訟を取 り下げるように と犠牲者 を虐

待 あるいは脅迫を した。警察 は、 レイプ告訴 を提出するに先立ち、犠牲者 か ら賄賂を要求

し、そ して捜査は しぱ しば中身のないものだ った。医者の人材は、一般に、 レイプの証拠

を集吟る訓練を受 けていなか った し、、時々、肉体 的にあるいは言葉で、不倫や密通 を非難

して犠牲者 を罵倒 した。不倫や密通 を非難 された婦人たちは意志 に反 して医学的検査 を受

けさせ られた。法律は彼女たちの同意を要求 しているが.判 事 は、変化す る立証基準 を適
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用 して、強姦 犯を有罪 にす るの に気が進 まなか った。時 々、被告 をレイプで有罪 にす るよ

り犠牲者 を不倫 あるいは密通で有罪 にす るよ う脅迫された。家族 と部族 は、時々、 レイ プ

犠牲者 を殺 害 し.たりあるいは自殺す ることを勧めた。

1月2日 、ボ ロチスタン州スイで、知 らない人が寝室 に押 し入 り、医師 シャジア ・カ リ ド、

パキスタン石油会社 の雇用者 をレイ プした。シャジア医師は彼女 のレイプ犯を特定す るこ

とができなかったが、バ ロチ民族主義者 の リー ダーは国境警備隊員が レイプを犯 したと抗

議 し、政府 をもみ消 しで非難 した。政府 はDNAテ ス トは被疑者を除外 した と主張 した。

2月 、部族のジルガはシャジア医師の レイ プが部族を侮辱 した とことと彼女が殺 害され る

べきである と決断 した。3月 、 シャジア と彼女の夫は国を出た。年末 に、政府 は捜査 を進

めなか った。

3月3日 、 ラホール の高裁 はム クチアル ・ビビの集団 レイ プで有罪 となった6人 の内5人

の有罪、死刑宣告をひっくり返 し、6人 の宣告 を25年 の禁固に減刑 した。3月11日 、

連邦 シャリア法廷は、高裁判決 を延期 し、訴訟 を再審査 して いる間、被告 人を保釈す るこ

とを命 じた。3月13日 、最高裁 は高裁 とシャ リア法廷の判決の両方 に延期命令 を出した

が、被告の監禁 されな い状態 を許可 した。6月 初め、ム クチアルは彼女が国際婦 人の権利

会議で講演す るため海外に旅行す るつも りで ある と発表 した。大統領ム シャラフの命令で、

政府 は、彼女 をECLに のせ、彼女が旅行 しないよう圧力をかけ、彼女が必要な ビザ を得

るのを阻止 した。首相は、最終的 には、6打15日 、ム クチアルをECLか ら外 した。彼

女 は旅行 しなかった けれ ども。6月28日 、最高裁 は集団 レイプ訴訟 の判決権 を取る こと

を決め、有罪判決 を受けた5人 を裁判の間保釈な しに拘留す ることを命 じた。同じ 日、政

府 は、ムクチアル ・ビビヘの脅迫 として、訴訟で無罪判決 を受けた8人 を公共秩序維持条

令の もとで保持す ることを命 じた。10月 に、ムクチアル はハプニングな しに海外旅行 を

した。

夫 と男の家族 メンバー は、 しばしば、 フ ドー ド法令で女性 に対す る偽 りの不倫 と密通罪 を

告発 した。法廷が、最終的には、告訴を破棄 した ときで も、被告 は、監獄で数ヶ月、時に

は、数年を過 ごし、彼女の評判が破壊 されるのを見た。政府の女性の地位 に関す る国の委

員会はフ ドー ド法令 の撤廃 を主張 した11月4日 、大統領ム シャラフは上級警察官が不倫

と密通の申 し立てを評価 し、女性がかか る罪で逮捕される前 に法廷 の命令 を要求す る法律

案 に署名 した。フ ドー ド訴訟で裁判を待って いる女性囚人 の割合はほぼ33%に 減 少 した。

名誉殺人とバ ラバ ラ殺 人がその年に発生 した。(Sec1.a参 照)婦 人は、'しば しば、彼女た

ちの夫や男の親戚の権限 の犠牲者だった。その年の名誉犯罪 の数の正確な統計はない。 し

か し、人権 グループはかかる事件はかな り一般的で、多数が シン ドで発生 した と信 じた。

訴訟 手続きはパ ンジ ャブ、バ ラチス タンの部族、NWFP、 別TAで 共通だった。大統領ム

シャラフは、名誉を含むすべての犯罪に付加的罰則を与 えることと賠償金で加害者 を許す

ことの犠牲者 あるいは後継人の権利を制限す る法案に署名 した。

,
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例 えば1月22日 、 ラホールで、 リアズは、隣人マブーブ ・カー ンと性的関係 を持 った

ことを非難 した後、彼のメイ、アイシャ ・ジャヴ ィ ドを射殺 した。 リアズは、また、ナブ

ーブ?カ ーンの住居を攻撃 し、彼の父、ヤ クーブ ・カー ンを殺害 し、彼 の兄弟 に重症 を負

わせた。警察は リアズ と2人 の共犯者を逮捕 し、年末は拘留 された ままだ った。3月21

日、シン ド州 シカル プル地区のパタ ンワー村で、ユー シフは結婚式の2時 間後 、彼 の新婦

アルベ リを射殺 した。彼 は妻が彼女 のい とこ、アブ ドル ・サタル ・ミルバハル と性的関係

を持 った ことを非難 した。ユー シフと6人 の共犯者 は、年末 には、、自由だった。

およそ10万 のボー ラ モス リムは女性生殖器 の切断(FGNDを 実行 した。FGMの 流行の

統計はないが、報告では、実施は減少 した。性的嫌が らせは広 まった問題であった。パキ

スタン刑法は嫌が らせ を禁 じているが、告訴 はほ とん どなかった。

売春は合法ではなかった。大部分の売春婦は国内または国際人身売買の犠牲者で あ り、彼

女たちの意志に反 して いた。警察 は、年中、売春宿 を急襲 したが、多 くは、特 に大 きな都

市で、密か に行われ た。

法律は性 に基づ く差別 を禁止 して いるが実際 には、この条項 は施行されていなか った。婦

人は家族法、財産法、 司法制度の中で差別 に直面 した。(Sec2.c参 照)フ ドー ド条項 は婦

人に対 して司法の差別 を作 っている。提案されたコー ランの刑罰 を含 む訴訟での婦人の証

言は無効であるいは軽視された。財産 あるいは将来の義務 の質問を含む他 の訴訟で、婦 人

の証言は男性の証言の半分 に等 しかった。

家族法は慰謝料 の要求 を含む離婚の訴訟で婦人を保護 し、未成年の子供の後見 とそ の維持

費の明 らかなガイ ドライ ンを述べている。多 くの婦人はこれ らの法的保護 を知 らず 、それ

らを実行す る法的助言を得る ことがで きなかった。離婚 した婦人は支援な しに放置 され、

家族か らも仲問はずれにされた。法律では禁 じられているが、花嫁の売買の習慣 は田舎の

地方で続 いていた。婦人は法的には家族の同意な しに結婚す る自由があったが、そ うする

婦人は しばしば仲 間はずれにされ るか名誉犯罪の犠牲者 だった。

相続法 は婦人を差別 している。女の子は男の子の半分の権利が与え られている。妻 は夫 の

財産 の118だ けを相続する。婦人は しばしば法的相続権 よ りず っと少ないもの を受け取 っ

た6田 舎の シン ドで、土地所有家族は、財産の分割 を避 けるため、コー ラン結婚 の慣例 を

続けた。 コー ランで結婚 した婦人の財産はその父あるいは兄 の法的コン トロールの下 にあ

り、かかる婦人は14歳 以上のどんな男性 とも接触 を禁 じられている。

婦人は雇用で重大な差別に直面し、しばしば、同じ仕事で男性より低賃金だった。国の多

くの田舎で、強い社会的圧力が婦人の家庭外での労働を妨げた。幾らかの部族は婦人を親

戚以外の男性との接触から隔離する伝統的習慣を続けた。

政府の婦人向上省は有効に機能するための十分なスタッフと財源が不足していた。政府は
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引き続 き婦人の地位 に関する国の委員会の空席を埋 めようとはせず、その効果 を妨 げた。

6月 のニ ュー ジーラ ン ド訪問と9月 のアメリカ訪問中、大統領ムシャラフは国内および国

際的婦人組織が国の婦 人の レイプ と暴力を強調す ることを非難 した。ワシン トンポス トと

のインタ ビューで、大統領はレイプがお金儲 けの関心事 にな り、多 くの人々は、 も し、外

国 に行き、カナダで ビザ または市民権を得て、億万長者 になれば、 レイ プされ ると言って

いる。彼は9月 の政府主催 のイスラマバー ド婦人の人権会 議で類似 の発言を した。

進歩的婦人連合、変化の闘争やアラー財団のような多くの婦人の権利グループは都会で活

動した。主要関心事は家庭内暴力、フドード法令および名誉犯罪を含んだ。

子供達

政府 は、法律や事業 を通 じて子供 の権利 と福祉 に強い関与を示 さなか った。義務教育 に関

す る連邦法はない。公教育は無料であるが、本、供給品、制服 に料金 を支払 った。特 に小

学校後の公的学校 は多 くの田舎で利用できず、親は、並列 して私的イス ラム学校(マ ドラ

ッサ)制 度 を使用 した。都会では、公的学校の設備不足 と質 の低い教育のため、多 くの親

は子供たちを私立学校 に送った。

外国の援助組織 による と、5～9歳 の1800万 の子供の42%が 学校 に言った。入学 し

た子供 の半分以下 しか5年 以上の教育 を完了 しなかった。入学 した100人 の子供 につき

6人 が12年 生を終 えた。女子教育の歴史的差別 により、38%の 国民の識字率は男性(5

0%)と 女性(24%)の 間におお きなギ ャッ、プがあった。事例証拠 は女子の教育へ の参

加 が増加 している ことを示したが、このような差別は、特 に田舎で、続いていた。国連 は、

影響宇にある地域の12000の 学校の内7000が10月8日 の地震で破壊あるいは修

繕で きないダ メー ジを受 けた。

マ ドラッサは、多 くの地区で、公的学校システムの代替 と して機能 した。多 くのマ ドラッ

サはイス ラム教育のみを強調 して、適切な教育を与えなかった。卒業生は、 しぱ しば、雇

用 をみつけることができなかった。特 に、アフガニスタンとん国境領域の幾 つかの学校 は

宗教 的過激主義 と暴 力を教えている。政府派マ ドラッサ教育 を近代化す る努 力を続 けた。

85%の マ ドラッサ を支配下 に登録 している国の5つ の独立 なマ ドラッサ審議会 と、モダ

ンな教育カ リキュラム を導入する1つ の同意 が成立 した。政府の財源が教師 の トレーニ ン

グを助ける予算に付 けられた。大多数のマ ドラッサで、学 生は合理的によく取 り扱 われた。

しか し、報道は、子供たちが、不健康な条件で、肉体的あるいは性的虐待 を受け、不法に

閉 じ込め られているマ ドラッサがあると抗議 した。

子供の健康管理業務 は非常に不適 切であった。子供の健康管理 のための国立機関によると、

生まれて5歳 までの問 に70%以 上が死亡するのは容 易に避 け られる下痢 と栄養失調 によ

って引き起 ごされた。少年 と少女 は政府施設に平等 に自由に出入 りできたが、家族 は少年

の医療支援 をよ り求めた。子供達 は10月8日 の地震で最も影響 を受 けた。国連児童財団
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(UNICEF)は 、地震 による7万3千 の死者の半分が子供 であると見積 もった。NGO約2

百万の子供がNWFPと アザ ド ジャム カシミール地震地帯で悪影響 を受けた.

児童虐待 は広まった。児童権利NGOに よると、虐待 は家族内で最 も一般的であった。田

舎では、貧 しい親は子供 を担保付の労働者 と して売った。(Sec6.d参 照)時 々、地主に レ

イ プされ るため に娘を売 った。男性の法的結婚年齢は18、 女性 は16で ある。親の同意

で低年齢での結婚を許す条令はない。子供の結婚の頻度 についての信頼できる統計はなか

ったが、NGOは 、特 にNWFPのJIと スワッ ト地区で問題であった。そ こでは、11歳

の若い少女の結婚 への販売あるいは売買がバス トンー部族 の間で共通の習慣で ある と報告

されて いた。人身売買やセ ック・ス商売の宣伝は問題であった。(Sec5人 身売買 参照)

児童労働は重大な 問題であった。(Sec6.d参 照)

サ ヒル、スパルクおよびロザ ンのよ うなNGOは 児童労働、児童の性 的虐待、児童売 買に

関 して働いた。NGOは 犠牲者 にカウ ンセ リングや医療サ ー ビスを提供 し、 これ らの問題

の認識を高めるの に重要な役割 を演 じた。

人身売買

法律は人身売買を禁 じているが、人身売買は重大な問題であった。あるゆるかたちの人身

売買は、人身売買の防止と監視条令2002で 禁止 され、最大 の刑罰は7～14年 の禁 固プ

ラス罰金で ある。政府は、その年、513人 の疑わ しい人 身売買者 を逮捕 し、179人 を

そ の条令で起訴 した。連邦調査局(FIA)の 熱心なATUが 人身売買 と戦 う責任 を負 った。

人身売買 と密輸 に関する省問委員会は連邦の努 力に協 力 した。政府は、人身売買の国際的

捜査で他の国を助 けた。

人身売買の正確な統計はないが、国 は人身売買 された人の供給、通過、行 先国であった。

婦人と少女 は、合法的仕事 という偽 りの約束で、強制され た商売的性の売込 と担保付労働

のため、バ ング ラデ ィシュ、 アフガニスタン、イ ラン、 ビル マ、ネパール、中央 アジアか

ら人 身売買 されて きた1同 じよ うな方法で、男女が、担保付労働や家庭 の奴隷的労働のた

め、 中東 に売買された。到着す るや否や、両 グループはパスポー トを没収 され、かれ らの

運賃の借金を払 うために強制的に働かされた。家族は3～10歳 の若 い子供を中東の国々

で ラクダ騎 手として使 うため、売 り続けた。 当局は2～3千 の子供がUAEで ラクダ騎手

として使われて いると見積 もった。田舎か5の 婦人と子供が 、性的商売や労働 をす るため

に、都 市の中心 に売 られた。ある場合には、家族が これ らの犠牲者 を強制労働 に売った り、

ある場合には、彼 らは誘拐 された。婦人は、国を経 由して 、東アジアの国やバ ングラデ ィ

シュか ら中東 に売 られた。人身売 買者は通過を容易にす るため警察や入管役人に賄賂 を贈

った。その年、当局は政府役 人を起訴 し、FIAの 捜査官 を逮捕 した。かか る行動の完全な

集計は利用できなかった。政府派何人かの誘拐 された犠牲者 を救助 した。海外パキスタン

人財 団とアンサル ブルネイ福祉 トラス トは13,967名 の中東 に売買され た市民を本国 に
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送還 した。 これ らの内、147人 がUAEか らの ラクダ騎手、10,584人 がオーマ ンか ら

の労働者だった。3月 には、政府は特に人身売買の犠牲者のために、最初 のモデル シェル

ター を開いた。苦悩す る婦人のため、地方の運営する276の 緊急セ ンターがあった。そ

こでは彼女たちは保護 され、医療処置、限 られた法的代理 と職業上の訓練が受け られた。

政府は、外国の人身売買犠牲者 に一時的な在留資格 を与えた。FIAと 移 民のための国際組

織 は、その年、政府役 人とNGOの ために、人身売買に関する トレーニングとセミナーを

開いた。内務大 臣は個 人的にかかる努力に従事 した。NGOは 、具体的 には、ほとん ど人

身売買にとりくんでいなか ったが、多 くの地方のNGOは 人身売買の犠牲者やそ の恐れの

ある人々に避難所を与えた。

献身的なATUの 創設で、人身売買犠牲者の取 り組み はおおいに改善 された。以前 と違 っ

て、警察が、人身売買犠牲者を罪人 として扱 った り、あるいは不倫や密通での起訴 を脅迫

す るという報告はなか った。外国の犠牲者は、(特にバ ングラデ ィシュ人)本 国送還 に際 し

困難に直面 した。外国 に売 られ、性的商売を した婦人 は、本国送還 され るや、社会的差別

に直面 した。

幾つか のNGOは 、その年、人身売買についてのワークショップを開き、政府 とNGOは ラ

クダ騎手の苦境を公表 し、(人 身売買)業 務の継続 を阻止するため に働いた。

身体障害者

政府は、法律を公布 した り、あるいは、身体 障害者のための建物や政府サー ビスヘ の接近

手段を命ずる ことを しなかった。家族は大部分の肉体的、精神的障害者を世話 した。 しか

し、個 々人は物乞いを強い られ、組織化 された犯罪者が多 くの利益 をあげた。公的、私的

組織 に、身体障害者の資格のある人に少な くとも仕事の2%を 確保す る ことを要求す る法

令がある。身体障害者 を雇用す るのを望 まない組織 は、その代わ りに、政府にある額のお

金 を払 うことができる。それは身体障害者 のための財源にな る。 この義務はほ とん ど実行

されていない。身体障害者の リハ ビリのため の国の審議会 は幾つかの就職斡旋 と融資の施

設を作った。精神病の囚人は、通常、適切な ケアに欠けてお り、一般 の囚人 と分離 されて

いなか った。(Sec1,C参 照)

他の社会的虐待おおび差別

同性愛交際は刑事犯罪であるが、政府 はほ とんど起訴 しなかった。

同性愛者は彼 らの性的傾向を公然 と明 らかに しなかった。性的傾向 をもとにした差別の 申

し立てはなか った。

HWZAIDSに かか っている者 は幅広 い社会的差別 に直面 した。政府 は教育 と予防キ ャンペ

ー ンを始めた。 これ らが犠牲者を保護す ることはほとんどない。
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シーア、キ リス ト、 ヒン ドゥおよびアフマデ ィの社会 はすべて差別 と社会的暴 力に直面 し

た。(Sec2.c参 照)

a.結 社の権利

産業関係条令(IRO)な 企業労働者 に労働組合 を作 る権利が ある・治安部隊・大部分 の公務

員、保健医療従事者 、石油会社、空港、港で安全 と治安に携わる人々に適用される本質的』

サー ビス維持法(ESMA)は 、しば しば、ス トを制限または禁止、あるいは集 団交渉権 を縮 ・

小す ることを発動 した。 とりわけ、農業労働者、非営利労働者、お よび教師は組合を作るr

権利 を与え られていない。政府 の見積 も りによると、組合メンバー は企業労働者の約10%、

全労働力の3%で あったが、労働組合は組合員の数が過小評価 されて いる と抗議 した。

b.組 織する権利および団体交渉する権利

IROが カバーす る(産 業)分 野で、政府は組合が干渉な しに活動す るのを認めた。IRO

は、所定の組織 、組織のグルー プまたは産業 の中で1つ の組合だけが 団体交渉の代理人と

しての役割 をする ことを許可 した。一つ以上の組合が存在する場合 には、IROは 、どの組

合が代理 人に登録 されるかを決め るための秘密の投票手続 きを確立 している。

社会に重大な困難 をもた らす、国の利益 を損な う、あるいは30日 以上続 いているス トラ

イキを終わ らせ るための政府 の権限 と同様に、法的に要求 される調停手続き と冷却期間は

ス トライ キの権利 を制約 している。政府 は、IROの もとで、公共サー ビス によるすべての

ス トライキ を禁止 した。法律 は、雇用者が合法ス トライキの リー ダー に仕返 しをした り、

契約違反者のための罰金 を要求す ることを禁 じている。法律は不法ス トライキ のリーダー

を保護 しない。

幾つかの小さなス トライキがそ の年に発生 した。例えば、.5,6月 に、パキスタ ン電話労

働者組合は会社の民間化に反対す る簡単な全国規模のス トライキ をした。ス トライキは政

府 との話 し合いの後終わった。

国の労働法 は、政府が6ヶ 月毎 に団体交渉が許 されるか どうか決定す る決定す ることを要

求 している。団体交渉が禁止 される場合 には、特別賃金審議会が賃金水準 を決定 した。こ

のよ うな審議会は州 レベルで作 られ、企業、労働者 および州 の労働省の代表で構成 された。

組合は、一般には、、審議会の結論 には不満であった。論争 は国の産業関係委員会の前に裁

かれた。

パキスタ ンの3つ の輸出手続きゾー ン(EPZs)で 働 いている推定12 ,500人 の雇用者 はIRO

によって与えられた労働組合を作る保護 と権利 を、ESMAに よって免除されて いる。輸出

手続 きゾーン当局がEPZs内 の労働法 を起草す る。
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c.強 制および義務的労働の禁止

法律 は、子供 によるものを含 む、強制あるいは担保つき労働 を禁 じて いるが、政府派 これ

らの禁止を有効に実施 しなかった。担保付労働 システム全廃法(BLAA)は 担保付労働 を違

法 とし、すべての既存の担保付借金をキ ャンセル し、かか る借金 を取 り戻すための訴訟を

禁 じている。その法令は子供 による担保付労働を5年 以下の禁固 と833ド ル(5万PKR)

の罰金で罰す ることができる様に して いる。

担保付労働 の現実的統計は入手困難であった。5百 万～2千 万の人々が何 らかの形の担保

付労働を して いると見積 もられた。それは、 レンガ、ガラス、カーペ ッ トおよび漁業で一

般的であった。田舎では、特 にシン ドのタルパル カル地区で は、農業や建設業での担保付

労働かな り広 まって いた。大部分の担保付労働者 は、低カース トの ヒン ドゥ人、 あるいは

低カース トヒン ドゥの子孫で あるイス ラムおよびキ リス ト教徒だった.担 保付労働者は、

しば しば、彼 らの借金が十分 に払われる時 を決めることができなかった。逃走 した者は、

しばしば、前の雇用者か らの仕返 しに直面 した。幾 らかの担保付労働者は、別の生計手段

がな く、開放された後、前の状態 に戻った。警察 は担保付労働 に反対する法律の違反者 を

逮捕 した けれ ども、多 くの者は解放 してもらうため警察 に賄賂 を贈 った。 人権 団体 は、シ

ン ドの田舎の地主が50も の多 くの私 的監獄 を維持 し、4500人 の担保付労働 者を住 ま

わせていた。 このよ うな地主 と有 力政治家 との結びつきは担保付労働 の有効な除去 を妨げ

た。

d。 児童労働の禁止 と雇用のための最低年齢

政府は法律 を採択 し、児童を職場で働かせな い政策 を推奨 したが、児童労働法の実施は手

ぬ る く、児童労働 は重大な問題であった。労働省は,と りわ けス トリー ト販売、外科手術

器具の製造、遠洋漁業、皮製品の製造、 レンガ製造、カーペ ッ ト織 りを含 む35の 有害な

児童労働 の形を特定 した。農業 と家事労働での児童労働 もまた一般的であった。

強制および担保付労働、性的商売、および児童 の売買が あった。(Sec5参 照)

児童雇用法は14歳 以下の児童の工場、鉱 山、お よび他の危険な職業への雇用 を禁 じ、彼

らの労働条件を規制 している。例えば、児童 は時間 を超過 してあ るいは夜間に働 くことを

許 されていないが、大部分の地方で、児童労働監視員はほ とん どいなかづた し、監視員は、

しば しば、ほとん ど訓練 を受けてお らず資財 も不十分だった。彼 らは汚職の影響 を受けや
ヤ

すか った・法律 では・大部分児童労働が発生 して いる10人 以下の雇用の施設 を、監視員

は検査できない。

数百の有罪判決が児童労働法違反で得 られたが、法廷 によって課 された低 い罰 金【NWFP

での平均6$(364PKR)か らバルチスタ ンで の平均21$(7280:PKR)ま で」は重要な
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